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午前１０時５５分 委員会開会 

○委員長（芹澤 正志） それでは、ただいまから総

務委員会を開会いたします。 

 本会議に続いて大変お疲れのところですけども、

何とぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆さんは、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上のフォル

ダー、ホーム、総務委員会、総務２０２５１２２４

が本日の委員会フォルダーです。そこに本日の委員

会の資料を配信しております。 

 委員の皆さん並びに当局職員の皆さんは、質疑・

答弁に当たりましては、要点を押さえ、簡潔明瞭に

行っていただき、スムーズな議事進行にご協力をお

願いいたします。 

 なお、委員会及び分科会の発言は、委員長・分科

会長の指名の後、マイクを使用して、課名と名字を

名のってから行っていただきますよう、お願いいた

します。 

 それでは、これより協議事項の１、付託・分担案

件の審査について、ア、委員会審査に入ります。 

 第１３９号議案、豊岡市職員の給与に関する条例

及び豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例の一部を改正する条例制定についてを議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。 

 人事課、岡部次長、どうぞ。 

○総務部次長（岡  亮吾） 資料につきましては、

議案の追加資料３９ページをご覧ください。 

 第１３９号議案、豊岡市職員の給与に関する条例

及び豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例の一部を改正する条例制定について、ご説明い

たします。 

 改正の対象となる条例は、豊岡市職員の給与に関

する条例、豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例です。 

 本案は、令和７年人事院勧告に準じて、職員の給

料月額、期末勤勉手当の支給月数及び各種手当につ

いて改正しようとするものです。 

 去る８月７日に行われた今年の人事院勧告は、昨

年に引き続き、月例給、ボーナスともに引上げとな

りました。主な内容としては、民間給与との格差３．

６２％を是正するため、初任給を大卒者で１万２，

０００円、高卒者で１万２，３００円の引上げをは

じめ、若年層に重点を置きつつ、職員の給料月額を

平均３．３％引き上げるとともに、期末勤勉手当を

年間０．０５月分引き上げるというものです。 

 このほかに自動車等使用者に対する通勤手当の

引上げなど、諸手当を見直す内容となっています。 

 ５０ページをご覧ください。条例案要綱によりご

説明いたします。 

 改正内容の（１）では、自動車等使用者に対する

通勤手当の支給上限額を３万８，７００円とするも

の、本年１２月期の期末手当の支給月数について、

１．２５月を１．２７５月に０．０２５月引き上げ

ようとするもの、勤勉手当の支給月数について１．

０５月を１．０７５月に０．０２５月引き上げよう

とするもの、また、行政職給料表及び医師職給料表

について、令和７年度の給料月額を引き上げようと

するものです。 

 （２）の主な改正内容は、令和８年６月期以降の

期末手当の支給月数について、１．２７５月を１．

２６２５月に、勤勉手当の支給月数について、１．

０７５月を１．０６２５月に改め、６月期と１２月

期の支給月数を同じとする改正を行おうとするも

のです。 

 （３）及び（４）では、豊岡市一般職の任期付職

員についても、給与条例に準じて給料月額の引上げ

等、所要の改正を行おうとするものです。 

 次に、附則の（１）及び（２）では、施行期日等

を定めていますが、改正の内容の１の（１）の通勤

手当及び給料月額の引上げについては、令和７年４

月１日に遡って適用し、期末勤勉手当の支給月数に

ついては、１２月１日に遡って適用することとして

います。 

 改正の内容の１の（２）及び（４）につきまして

は、令和８年４月１日から施行することとしていま

す。 

 附則の（３）では、この条例の施行に関し、必要

な経過措置を定めています。 
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 なお、５２ページ以降に新旧対照表を添付してい

ますので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 会計年度任用職員に関しては、

一般の方は０．０５か月をその半分の０．０２５、

半年ですね、出るということで、会計年度は０．０

１２５みたいな数字が出てますか。これは勤勉手当

と期末手当、それぞれにそうなっているんでしょう

か。 

○委員長（芹澤 正志） 岡部次長。 

○総務部次長（岡  亮吾） 会計年度任用職員につ

きましても、同じく０．０５月という形で、今年度

の４月から１級、２級の給料表、正規職員の同じ給

料表を使用しておりますので、同じように０．０５

月という形で対応しております。 

○委員長（芹澤 正志） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 申し訳ないです。期末手当と

勤勉手当の違いを改めて教えてください。 

○委員長（芹澤 正志） 岡部次長。 

○総務部次長（岡  亮吾） 期末手当につきまして

は、通常の勤務、普通に勤務してる状態の中での支

給をされるものとなりますし、勤勉手当に関しまし

ては、勤務成績というようなとこも反映しながら運

用を行っているところでございます。 

○委員長（芹澤 正志） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） ６月と１２月の両方が出ると

いう感じで考えたらいいんですか。 

○委員長（芹澤 正志） 岡部次長。 

○総務部次長（岡  亮吾） 同じように出るという

形です。 

○委員（須山 泰一） ありがとうございます。 

○委員長（芹澤 正志） よろしいですか。ほかにあ

りませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） １つだけ。さっきおっしゃっ

た民間との３．６２％の是正といって、３．３％の

引上げというふうにおっしゃいまして、この民間の

基準というのはどういうとこから出てくる基準な

んですか。 

○委員長（芹澤 正志） 岡部次長。 

○総務部次長（岡  亮吾） 国が実施しますのは人

事院のほうが調査を行っておりまして、民間給与、

今回から事業規模で５０人以上が１００人以上の

規模に変わってきたんですけども、１００人以上の

民間規模の事業所、それに大体５万８，４００事業

所のうち１万１，７００事業所、こちらを対象に４

月分の給与、ボーナス、こういったところの部分を

把握、国家公務員の行政職の行（一）という給料表

があるんですけども、そこと民間の月例給を比較し

て、平均を出すという形で人事院勧告がなされてい

ます。以上でございます。 

○委員長（芹澤 正志） はい。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。難して、よう

計算せんけどな。了解です。 

○委員長（芹澤 正志） ほかにありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） ご異議なしと認めます。よ

って、第１３９号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１４０号議案、豊岡市長等の給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 人事課、岡部次長、どうぞ。 

○総務部次長（岡  亮吾） ６９ページをご覧くだ

さい。第１４０号議案、豊岡市長等の給与及び旅費

に関する条例の一部を改正する条例制定について、

ご説明いたします。 

 本案は、令和７年人事院勧告に準じて、市長等の



 3 

期末手当の支給月数について改正しようとするも

のです。 

 ７２ページをご覧ください。条例案要綱によりご

説明いたします。 

 改正の内容は、令和８年６月期以降の期末手当の

支給月数について、２．３０月を２．３２５月に０．

０２５月引き上げるものです。通常であれば人事院

勧告に準じて、１２月期の期末手当の遡及改定を行

っているところですが、特別職については今年度行

わないこととしております。 

 附則で令和８年４月１日から施行することとし

ています。 

 なお、７３ページに新旧対照表を添付しています

ので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 市長と副市長と教育長とその

３者だというふうに思います。市長の月給が８８万

５，０００円、副市長が６９万５，０００円、教育

長が６１万５，０００円ということみたいですけど、

そこを基に基礎額があって、そこに０．２３か月、

１００分の２３０か月から１００分の２３２．５に

改めて計算して、それで、額として期末手当の引上

げの額が具体的にどれぐらいなのか、分かれば教え

てください。 

○委員長（芹澤 正志） 岡部次長。 

○総務部次長（岡  亮吾） 今回、特別職は補正を

行ってないということで、合計で１３万３，０００

円という形になっております。市長が５万５，００

０円、副市長が４万１，０００円、教育長が３万７，

０００円という形に、遡及をする場合はこのような

形になります。以上です。 

○委員（須山 泰一） 分かりました。 

○委員長（芹澤 正志） ほかに質疑はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 反対の立場で意見を言わせて

いただきます。 

 遡及はしないと、今年度に遡及しないというのは

昨年と一緒だと思いますけど、今回、来年度からは

引き上がるわけです。３人で１３万３，０００円、

手当が上がるということで、上がる理由が、毎回、

人事院勧告に準ずるということだと思います。一般

の職員が人事院勧告に準じて、一般職員が上がるの

は当然です。大変な５０か月も続く物価高騰の中で、

職員の賃金やボーナスが上がるのは当然です。特別

職が同じようにこの人事院勧告に準ずるというと

ころに、僕はちょっと、それでいいのかなという疑

問があります。 

 やはり長引く物価高騰で市民の生活は疲弊して

いますので、市民が苦しむ中、特別職の手当引上げ

に賛成できないということで、反対討論とします。 

○委員長（芹澤 正志） ほかに討論はありませんか。 

 米田委員。 

○委員（米田 達也） じゃあ、私のほうからは、１

４０号議案、賛成の立場で討論させていただきます。 

 人事院勧告は民間給与の実態調査を基に、公務員

給与の水準が社会一般と均衡を保つように示され

ているものであり、我が国の給与制度の公平性と客

観性を支えてきた仕組みであります。 

 国のほうは、人事院勧告に準拠し、一般職の給与

改定を行い、あわせて、特別職の給与改定を行うこ

ととしています。本市としても、国と同様の取扱い

をすることが望ましいのかと思います。 

 よって、賛成いたします。以上です。 

○委員長（芹澤 正志） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、個別に挙手に

より採決いたします。 

 第１４０号議案について採決いたします。 

 第１４０号議案は、原案のとおり可決すべきこと

に賛成の委員の挙手を求めます。 



 4 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（芹澤 正志） 賛成多数により、第１４０

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定しま

した。 

 ここで、委員会を暫時休憩します。 

午前１１時１０分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時１０分 分科会開会 

○分科会長（芹澤 正志） ただいまから総務分科会

を開会します。 

 これより、協議事項（１）付託・分担案件の審査

について、イの分科会審査に入ります。 

 第１４１号議案、令和７年度豊岡市一般会計補正

予算（第７号）を議題といたします。 

 第１４１号議案中、当分科会に審査を分担されま

したのは、所管事項に係る歳入歳出予算補正につい

てであります。 

 当局の説明は、まず、財政課から全体概要を含め

て説明を、次に、人事課から全体の人件費を説明願

います。 

 なお、説明に当たっては、資料のページ番号をお

知らせください。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、順次説明願います。 

 財政課、長谷川部次長、どうぞ。 

○行政管理部次長（長谷川幹人） ７５ページをご覧

ください。第１４１号議案、一般会計補正予算（第

７号）でございます。 

 この説明の前に、ちょっと口頭で説明をさせても

らいます。 

 ご承知のとおり、国の補正予算であります、「強

い経済」を実現する総合経済対策が１２月１６日に

成立したといったことになります。一般会計で１７．

７兆円、ただ、６割が赤字国債というようなことで

す。 

 そのうち本市に直接関連するメニュー、いわゆる

ひもがついていない部分、自由に使えるお金としま

して、物価高、物価高騰対応重点支援交付金、いわ

ゆる地方創生臨時交付金、これが何と１０．５億円

ですね。去年が２．７億円でしたので、約４倍、１

０．５億円が交付されるといったことと、普通交付

税としまして、臨時経済対策費としまして、約３．

９億円、昨年は１．１億円ですんで、約３．５倍と

いったことでして、そのほか給与改定費としまして、

普通交付税で１．２億円が新たに算定されていると

いったことになります。 

 これらがひもがついてない分で、豊岡市が自由に

使えるお金、それ以外に、その他、国の総合経済対

策メニュー、これがひもがついているもの、使途が

限定されるものがありまして、物価高対応子育て応

援給付手当ですね、これが１人、子供、２万円の部

分であったり、国土強靱化、いわゆるハード事業で

あったり、あと、学校施設の整備とか、こういった

ものが国のほうで計上されてるといったことにな

ります。 

 それを基に、今回、一部について補正予算として

お出しさせていただいているということになりま

すので、７５ページをご覧ください。 

 第１条で、歳入歳出それぞれ２４億９，６２０万

５，０００円を追加しまして、総額５４６億２，７

９３万８，０００円とするものでございます。 

 第２条で、繰越明許費の設定を行っております。 

 本補正予算の概要ですが、「強い経済」を実現す

る総合経済対策の国の補正予算の成立を受けまし

て、このうち、直ちに対応が必要と思われます物価

高騰対応重点支援交付金、いわゆる地方創生臨時交

付金を活用しましたプレミアム付商品券の発行、水

道料金の基本料金の無償化やひもつきである国の

総合経済対策である物価高対応子育て応援手当の

支給、これ、１人２万円の分ですね、お子さんが２

万円の分です。保育士等の処遇改善に係る経費を計

上しているといったことになります。 

 また、人事院勧告に基づく給与改定経費も計上し

ておるということになります。 

 財源としましては、地方創生臨時交付金のなどの

国県支出金、プレミアム付商品券販売収入のほか、

一般財源には給与改定費として、新たに算定されま

した普通交付税、前年度繰越金を充てるといったこ
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とにしております。 

 なお、今後の件です。その他の地方創生臨時交付

金事業、全体で１０．５億円が交付されます。その

うち、今回上げてるのが約７億円ですので、残りが

約３．５億円程度や普通交付税を活用した事業、普

通交付税、まだ使ってませんので、これが約３．９

億円、さっきの３．５億円と３．９億円、これが繰

越し、次の事業に使うといったことになります。 

 その他の国の経済対策事業ですね。国土強靱化な

どについては、今現在、取りまとめをしている状況

でして、しかるべき時期に補正予算を提出したいと

いうふうに考えています。 

 財政課からは以上でございます。 

○分科会長（芹澤 正志） 人事課、岡部次長、どう

ぞ。 

○総務部次長（岡  亮吾） それでは、次に、第１

４１号議案、令和７年度豊岡市一般会計補正予算

（第７号）につきまして、ご説明いたします。 

 人件費につきましては、事前にお配りしています

令和７年度人件費１２月補正予算給与改定分の主

な理由、一般会計の資料をご覧ください。 

 今回の一般会計の補正予算につきましては、人事

院勧告に準じて、職員の報酬、給料月額、期末勤勉

手当の支給割合の改定をすることに伴うものです。 

 一般会計で２億８，９５３万９，０００円の増額

としています。 

 費目ごとに説明をいたします。報酬につきまして

は、パートタイム会計年度任用職員について、行政

職給料表の１級に準じて、報酬月額を改定すること

とし、６，１７８万５，０００円の増額としていま

す。 

 給料につきましては、正規職員について、平均３．

３１％の引き上げによる給料月額の改定で、９，６

４１万２，０００円の増額としています。フルタイ

ム会計年度任用職員については、行政職給料表の１

級及び２級に準じて改定することとし、合わせて６

４２万１，０００円の増額としています。 

 次に、手当です。８，７０８万２，０００円の増

額としています。基礎額となる給料、報酬月額の改

定に伴い、地域手当が２０４万４，０００円、時間

外勤務手当が４８１万１，０００円、休日勤務手当

が５２万８，０００円、夜間勤務手当が１９万８，

０００円とそれぞれ増額しています。 

 また、期末勤勉手当については、支給月数が０．

０５月分引き上げられ、さらに支給額の基礎となる

給料、報酬月額の改定分も加わり、合わせて７，９

４０万の増額としています。 

 内訳としましては、一般職員の期末手当が２，８

３６万８，０００円、勤勉手当が２，４３５万円、

会計年度任用職員の期末手当が１，４４７万４，０

００円、勤勉手当を１，２２０万８，０００円とし

ています。 

 このほか通勤手当につきましては、通勤片道距離

が５０キロメートル以上の支給区分を新設するこ

とに伴い、１０万１，０００円の増額としています。 

 共済費につきましては、給料及び期末勤勉手当の

改定に伴い、２，３１８万８，０００円の増額とし

ています。 

 負担金については、給料及び期末勤勉手当の改定

に伴い、退職手当組合の負担金が１，４０６万円、

互助会負担金が１９万１，０００円、給与費負担金

を４０万円の増額としています。 

 以上、給与改定に伴い、２億８，９５３万９，０

００円の増額として予算計上しています。 

 説明は以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） すみません、人件費、説明さ

れたんでしょうけど、ちょっと理解ができないんで

すけど、今回、国の経済対策１７．７兆円のやつで、

豊岡市が限度額が全体で１０．５億円ということで

まずええのかどうか。それで、人件費は一般財源と

いう形で出てるのは、その国からの交付金が人件費

にどれくらい措置されて、市の持ち出しがどれぐら

いあるのか、その辺り教えていただけませんか。 

○分科会長（芹澤 正志） 長谷川部次長。 

○行政管理部次長（長谷川幹人） 今回、一般財源に
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なっていますのは普通交付税で、今回、給与改定費

というのがつきましたので、普通交付税は一般財源

なんで、一般財源という形になります。 

 ちなみに、今回３．１億円、人件費が上がります。

そのうちの４割程度、普通交付税で１．２億円程度

が算定されたということです。これも昨年と同じよ

うに、約４割程度ということになります。 

 ただ、これ、ちょっと推測ですけど、国としては

４割程度出します。残りは物価高騰等で市税が増え

るでしょ、そこは自分らで賄いなさいねっていうこ

とで４割だというふうには推測はしています。以上

でございます。 

○分科会長（芹澤 正志） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） ６割は市で頑張って出さない

といけないということですね。 

 それから、先ほど、国からの交付金の中を説明さ

れた際に、ひもつき、いわゆる市として、それから、

使途の指定のない自由とひもなしと分けて言われ

たけど、ひもなしは給与の１．２億円とそうでない

３．９億円合わせて５．１億円が自由に、使途指定

なしで使えるって考えたら、残り５．何億円が使途

指定、５．４億円かな、というふうに取ったらいい

んですか。違いますか。 

○分科会長（芹澤 正志） 長谷川部次長。 

○行政管理部次長（長谷川幹人） いわゆる地方創生

臨時交付金が１０．５億円、そのほかに普通交付税

として、さっきの人件費の分は、実際は人件費充て

ますので、普通交付税の臨時経済対策費として約３．

９億円、これが本当に自由に使える金という形です

ね。このうち、今回、補正第７号で地方創生臨時交

付金が７億円計上していますので、差引き、その残

りが今後使えるお金といったことになります。以上

でございます。 

○分科会長（芹澤 正志） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） ちょっとよく分からない面も

あったんですけど、いいです。ありがとうございま

した。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかにありませんか。 

 米田委員。 

○委員（米田 達也） 長谷川部次長から、さっき、

ハード面での交付金ってあったと思うんですけど、

それって使用期限というのか、いつまでに執行しな

いといけないという時期があるかと思うんですが、

それってどれくらいまでのスパンで考えておられ

るのか、ちょっと１点、教えてください。 

○分科会長（芹澤 正志） 長谷川部次長。 

○行政管理部次長（長谷川幹人） 国土強靱化、いわ

ゆるハード事業、これにつきましては、例えば圃場

整備であったり、あとは地籍調査、また、学校関係

と、こういったものが想定をされています。 

 実際には、２０２６年度の前倒し事業、新たにと

いうよりも、来年度する予定の分を前倒しで補正予

算で対応するというような状況の内容になります。 

 ですんで、本当に新たにするもんではなくて、前

倒しでやってしまおうというのが国の方策という

ことです。 

 基本的には、事故繰りは無理なので、イメージ的

には今年度、来年度中に終了する事業ということで、

最低でも２年間、基本的には繰越明許をした上で、

来年度実施するようなイメージでございます。以上

です。 

○委員（米田 達也） ありがとうございました。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（芹澤 正志） 質疑を打ち切ります。 

 賛否の確認をいたします。 

 本案について、賛成とする方は挙手をお願いいた

します。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（芹澤 正志） 全員賛成と認めます。 

 以上で委員会に付託及び分科会に付託されまし

た案件の審査は、終了しました。 

 ここで、委員の皆さん、当局の皆さんから何かあ

りましたらご発言お願いします。 

 ないようですので、当局の皆さんはご退席いただ

いて結構です。お疲れさまでした。 

 ここで、分科会を暫時休憩します。 

午前１１時２２分 分科会休憩 
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──────────────────── 

午前１１時２３分 委員会再開 

○委員長（芹澤 正志） それでは、委員会を再開い

たします。 

 これより協議事項の２、意見・要望のまとめにつ

いて、ア、委員会意見・要望のまとめに入ります。 

 当委員会に審査を付託されました案件の本日の

審査は終了いたしました。 

 ここで、委員会意見・要望として、委員長報告に

付すべき内容について、ご協議いただきたいと思い

ます。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時２３分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時２４分 委員会再開 

○委員長（芹澤 正志） それでは、委員会を再開い

たします。 

 委員長報告についてですが、内容につきましては、

正副委員長に一任願いたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。 

 ここで、委員会を暫時休憩します。 

午前１１時２４分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時２４分 分科会再開 

○分科会長（芹澤 正志） 分科会を再開します。 

 これより、協議事項の２、意見・要望のまとめに

ついて、イの分科会意見・要望のまとめについてに

入ります。 

 当分科会に審査を分担されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで、分科会意見・要望として、予算決算委員

会に報告すべき内容について、協議いただきたいと

思います。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時２４分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１１時２５分 分科会再開 

○分科会長（芹澤 正志） それでは、分科会を再開

いたします。 

 分科会長報告についてですが、内容につきまして

は、正副分科会長に一任願いたいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（芹澤 正志） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 以上で分科会を閉会します。 

午前１１時２５分 分科会閉会 

──────────────────── 

午前１１時２５分 委員会再開 

○委員長（芹澤 正志） 委員会を再開いたします。 

 その他、委員の皆さんから何かあればお願いいた

します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） それでは、以上をもちまし

て総務委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午前１１時２５分 委員会閉会 

──────────────────── 
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